
 

 

 

 

 

 

 

 新宮町では、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活ができるよう、判断

能力が不十分な人の権利と財産を保護する「成年後見制度」の担い手として、

地域住民の視点で支援を行う「市民後見人」を養成するため、「市民後見人養成

研修」を実施します。 

 本年度は、「成年後見制度」を多くの人に知っていただくために、研修の一部

を「公開講座」（※カリキュラム★印）として実施します。 

 「市民後見人養成研修」の全てを受講した人は「市民後見人」として登録し

ていただきます。その後、新宮町社会福祉協議会が実施する法人後見の実務担

当者（市民後見人）として活動していただく予定です。 

 

１．主 催 

 社会福祉法人 新宮町社会福祉協議会 

 

２．日程と内容 

 令和元年９月から令和元年１２月まで（全１２回+交流実習） 

 別添のカリキュラムを参照してください。 

 

３．応募資格 

 以下のすべての要件を満たす人 

 ○町内在住または勤務の人で、町内の要援護者の支援ができる人 

○高齢者及び障がい者に対する地域福祉活動に理解と熱意がある人 

○市民後見人として社会に貢献することを希望する人 

○原則として全てのカリキュラムを受講できる人 

※公開講座はどなたでもご応募いただけます。また、町内在住または勤務の人

で、関心のある講座のみの受講も受け付けます。（ただし登録はできません。） 

 

４．定 員 

 ３０名 

 

令和元年度   

新宮町市民後見人養成研修 

＜募 集 要 項＞ 



５．受講料 

  無 料  

 

６．応募方法 

 新宮町社会福祉協議会にお電話またはＦＡＸでお申込みください 

（氏名、住所、電話番号、生年月日、全てのカリキュラムの受講の意向をうか

がいます） 

 

７．申込み締切 

 令和元年 ８月３０日（金） 

 

８．受講者の決定 

 定員を超えた場合は、新宮町在住の人を優先し、抽選いたします。受講可否 

の決定は、９月上旬に申込者全員に郵便で通知します。 

 

９．研修終了後の活動について 

（１）市民後見人としての登録 

   本研修を修了した人は、新宮町社会福祉協議会が実施する法人後見の実

務担当（市民後見人）候補者として、新宮町社会福祉協議会に登録をして

いただきます。登録者の決定については本研修の受講状況等を参考に判断

をさせていただきます。登録期間は１年間です。 

   また、以下の条件を満たす人については、登録を更新していただくこと

ができます。 

  ○本会が実施する「フォローアップ研修」を受講していること。 

  ○社会福祉法人新宮町社会福祉協議会成年後見運営委員会から推薦を受け 

ている人 

 ○令和２年４月１日時点で年齢２０歳以上６９歳以下の人 

○登録期間中に、市民後見人として適性を欠く行為が認められないこと。 

  ※ただし、更新可能な年齢は毎年度４月１日現在で７５歳以下です。 

 

（２）雇用 

   登録者の中から適任と思われる人を、新宮町社会福祉協議会が市民後見

人として雇用し、法人後見の実務担当者として活動を行っていただきます。 

   活動は月１～２回程度で、１回あたりの平均は２時間程度。活動実績に

応じて賃金を支給します。 

※ただし雇用に関しては、面接及び日常生活自立支援事業（※１）の業務体験



を行っていただき、市民後見人の適性等を確認した上で判断させていただき

ます。 

  なお、法人後見の受任状況によっては、雇用まで至らない場合もあります。 

  また、日常生活自立支援事業の支援員として雇用し活動していただく場合

もあります。 

  

 

 

 

（３）活動の開始 

  法人後見業務における、被後見人等の定期的な見守り活動や、日常金銭管

理等の支援を行っていただきます。はじめの一定期間は実践研修をかねます

ので、法人後見人である新宮町社会福祉協議会の担当職員に同行する形で活

動します。 

  活動にあたっては、新宮町社会福祉協議会が常時相談に応じ、必要に応じ

て同行支援を行います。また、登録者に対して「フォローアップ研修」を開

催し、市民後見人をサポートします。 

 

１０．申込みにあたっての注意事項 

 （１）研修の応募者が、定員（３０名）を上回る場合は、抽選になります。 

    抽選結果によっては研修を受講できない場合があります。 

 

 （２）本研修は、全カリキュラムを受講していただくことで修了となります。 

 

 （３）新宮町社会福祉協議会が実施する法人後見の実務担当者（市民後見人）

として活動を行っていただく場合、活動実績に応じて賃金を支給します

が、この活動はあくまで社会貢献活動の性格を有する取り組みであるこ

とをご了承ください。 

 

１１．お申込み、お問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

（※１）日常生活自立支援事業とは 

判断能力が不十分な人の権利を守るため、福岡県社会福祉協議会が契約した方（町

内）に対し、福祉サービス利用援助や日常金銭管理を行う事業です。 

社会福祉法人 新宮町社会福祉協議会 

  

〒８１１－０１１９ 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜４丁目３番１号 

 電話０９２－９６３－０９２１ ／ ＦＡＸ０９２－９６３－０１２７ 

                        
新宮町社会福祉協議会 で検索 


